
保　証　書
　本工事は、所定の鋼板製工法標準等に準拠した工法により施工しております。
　当社は施工物件の引き渡し後、当社の責に帰すべき施工上の事由による瑕疵が発生した�
場合は、保証約款に規定する範囲において修補の責任を負います。

年　　　　　月　　　　　日

◇ 保証責任者

事 業 所 名

所 在 地

T e l ．

代 表 者 名 � ㊞　　　

工　事　名　称

工　事　場　所

保　証　期　間

屋　根
　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日
　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　　　　（　　　　　　年間）

外　壁
　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日
　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　　　　（　　　　　　年間）

雨押え・水切り
　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日
　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　　　　（　　　　　　年間）

雨どい
　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日
　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　　　　（　　　　　　年間）

� 様 No．�

検 査 員 板金�太郎

資格№�0334537698

上記、保証責任者および検査員は、各地域によって異なる施工基準を満たした 
施工員講習を修了し、一定以上の技能を有した組合員である事を証明いたします。

株式会社全日本建築板金保証センター
代表取締役  天　野　宏　昌　

東京都港区三田 1 丁目 3 番 37 号
０３－３４５３－７６９８
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第 1条＜総則＞
1．　本工事は、当社が所属する板金工業組合が所定の鋼板製
屋根構法標準などに準拠し、定めた工法により、責任をもっ
て施工しています。

第 2条＜保証＞
1．　当社が工事を完了して本保証物件を引渡した後に、本保
証約款第 ３条第 1項の保証の範囲の現象（以下「瑕疵」と
いいます。）が発見された場合は、当社の責任で保証対象
部位の修補を行います。ただし、当社が倒産・廃業したと
き等実質的に本保証約款に基づく保証責任を履行できない
場合は、この限りではありません。

2．　検査員及び保証センターは、いかなる場合においても、
損害賠償、修補その他一切の保証責任を負いません。

３．　第 1項の保証は、保証書記載の発注者（施主、元請負業
者等をいい、以下「発注者」といいます。）が本保証書記
載の保証期間（以下「保証期間」といいます。）内に当社
に速やかに事故発見の申し出をした場合に限り有効とし、
発注者の申し出が保証期間を超えたときは無効とします。

第 ３条＜保証の範囲＞
1．　保証の範囲は、次の表の通りです。

保証対象部位 保証基準

屋　根 雨水が室内に浸入した場合

外　壁 雨水が室内に浸入した場合

雨押え・水切り 屋根及び外壁との境界面から雨水が室
内に浸入した場合

雨どい 脱落、破損、垂れ下がり等の現象が生
じて、機能を損なった場合

2．　前項の保証基準に該当しない場合（通常の経年変化等に
よる汚れ、変色及び劣化等並びに建物の構造等に起因した
変形、変位、結露又は腐食などを含みますが、その他の場
合も排除しません。）は、保証の範囲外です。

第 4条＜修補の内容＞
本保証約款第 2条に基づき行う修補とは、引渡時の設計、

仕様、材質等に従って瑕疵を取り除く為に行う下記の修補
及び取替等の工事をいいます。
⑴ 局部の修補、取替施工
⑵ 全ての取替施工
⑶ その他必要な工事

第 5条＜保証免責事由＞
当社は、瑕疵が次の事由により生じた場合には、修補の

責任を負いません。
⑴ 地震、噴火、洪水、台風、津波、暴風雨、豪雨、雪
害等の自然現象（これらの自然現象に起因する飛来、
落下物に起因する場合を含みますが、その他の場合
も排除しません。）。

⑵ 近隣の土木工事等の影響による予見困難な引渡後の
地盤の変動、土砂崩れ等。

⑶ 火災、爆発、暴動等の偶然かつ外来の事故。
⑷ 発注者又は使用者の著しく不適切な維持管理又は通
常予測される使用状態と著しく異なる使用による事
故。

⑸ 通常予測される施工部位の自然劣化。
⑹ 当社が不適当であると指摘したにもかかわらず、発
注者が採用させた設計・施工方法もしくは資材等の
瑕疵又は当社以外の者が行った施工の瑕疵等の当社
以外の者の責めに帰す事由による事故。

⑺ 重量車輌等の通行による振動。
⑻ 植物の根等の成長。
⑼ 保証対象部位の使用者又は第三者の故意・過失。
⑽ 工事対象物が、引渡時と異なる用途に使用された場
合。

第 6条＜保証責任の消滅＞
次のいずれかに該当するに至った場合には、当該事由が
生じた時に、当社の保証責任は消滅します。
⑴ 当社へ事前の通知をせずに補修した場合。
⑵ 本保証書の提示がない場合又は本保証書の所定事項
に記載がない場合もしくは記載された字句が書き替
えられ、書き加えられ、又は削除された場合。

⑶ 発注者が工事対象物を ３ヶ月以上にわたって使用し
なくなった場合。

⑷ 工事対象物が引渡時と異なる用途に使用された場合。

第 7条＜工事対象物譲受人に対する保証＞
1．　発注者が工事対象物を第三者に譲渡する場合には、発注
者が当社に譲渡の通知をし、工事対象物を譲受けした者（譲
受けた者より更に譲受けた者を含みます。以下「譲受人」
といいます。）が、譲受け後 ３ヶ月以内に当社に対し工事
対象物譲受けの通知をした場合に限り、当社は譲受人に対
し本保証書による保証を行います。なお、当該工事対象物
が販売目的で施工され、 1年以内に譲受人に販売された場
合には、発注者から当社及び譲受人から当社への通知は不
要とします。

2．　当社の保証は、保証書記載の保証期間が満了する時まで
とします。

３．　発注者は、工事対象物を譲渡する場合には、本保証書及
びこれに付帯する書類を合わせて譲受人に引渡すものとし
ます。

4．　工事対象物が譲渡された場合、本保証書中発注者とある
のは以後譲受人と読み替えて適用します。

保 証 約 款
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